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第１章 

 

要求水準

に配付する

に関して、

業者に対し

なお、本

案やそれを

また、要

目的達成の

ても事業者

要求水準

異に解すべ

 

第１節 

１ 一般概

本業務

全性を確

施設の長

にあたり

 

環境（1）

適正（2）

循環（3）

地域（4）

ライ（5）

 

２ 事業名

遠軽地

 

３ 対象施

ごみ焼

 

４ 事業実

北海道

 

５ 事業者

事業者

管理業務

総則 

準書は、組

る入札説明

、組合が本

して要求す

本件事業の

を上回る提

要求水準書

のために必

者の責任に

準書で用い

べき場合を

事業概要

概要 

務は、本件

確保しつつ

長寿命化を

り、事業者

境負荷の低減

正な処理及び

環型社会の確

域住民からの

フサイクル

名 

地区広域組

施設 

焼却施設 

実施場所 

道紋別郡遠

者の業務範

者の業務範

務、その他

組合が本件事

明書と一体の

本件事業に係

するサービス

の要求水準を

提案を妨げ

書は、本件事

必要な業務等

において全て

いる用語は、

を除き、入札

要 

件施設に関

つ、効率的に

を十分意識

者が遵守すべ

減及び周辺

び安全な維

確立への寄

の信頼の確

ルコストの

組合ごみ焼却

： 准連続

32ｔ/

遠軽町向遠軽

範囲 

範囲は、受入

他関連業務で

事業を実施

のものであ

係る事業契

ス水準を示

を満足する

るものでは

事業の基本

等について

て完備し、

、要求水準

札説明書に

し、基本性

に運営・維

した運営・

べき基本方

辺環境の保全

維持管理の実

寄与 

確立 

の縮減 

却施設長期

続燃焼式焼

/日（16ｔ/

軽 297 番 1

入業務、運

である。

1

施する落札者

あり、本件事

契約を締結す

示し、入札参

ることを前提

はない。 

本的な内容

ては、要求水

遂行する

準書に別段

に定義され

性能を確保

維持管理す

維持管理

方針は、以

全を確保

実現 

期包括的運

焼却施設（

/16h×2 系

1 ほか 

運転管理業務

者の募集・

事業におい

する落札者

参加者の提案

提として、

について定

水準書等に

ものとする

の定義がな

た意味を有

、維持し、

るものであ

を行うもの

下のとおり

営委託事業

ストーカ炉

列） 

務、維持管

選定にあ

いて整備す

者の構成員

案に指針を

創意工夫

定めるもの

に明記され

る。 

なされてい

有するもの

これを発

ある。事業者

のとする。

りである。 

業 

炉） 

管理業務、

たり入札参

る本件施設

により設立

を与えるも

を発揮した

であり、本

ていない事

る場合又は

とする。 

揮させ、安

者は、上記

なお、本業

 

環境管理業

参加希望者

設の本業務

立される事

のである。

た自由な提

本件事業の

事項であっ

は文脈上別

安定性、安

記に加え、

業務の実施

業務、情報

 



 

 

６ 組合の

業務（1）

処理（2）

ごみ（3）

住民（4）

見学（5）

業務（6）

なお、

 

７ 事業期

運営

運

 

第２節 

１ 公害防

本件施

案書によ

防止基準

 

排ガ（1）

 

排水（2）

水質

 

騒音（3）

敷地

の業務範囲

務遂行状況等

理対象物の搬

み処理に伴

民対応業務 

学者対応業務

務委託料の支

、詳細は、

期間 

営準備期間

営 期 間

一般事項

防止基準 

施設の公害

より公害防

準とする。

ガス基準値 

項

ばいじん

硫黄酸化

窒素酸化

塩化水素

一酸化炭

ダイオキ

水銀 

水基準値 

質汚濁防止法

音基準値 

地境界線上で

囲 

等のモニタ

搬入業務 

う処分業務

務（行政視

支払業務 

「第 9 章 

間 ：事業契

31 日まで

間 ：平成 3

とする。

項 

害防止基準は

防止基準を上

 

項目 

ん量 

化物 

化物 

素 

炭素 

キシン類 

法及びダイ

で下記の基

タリング業務

務 

視察に限る。

組合の業務

契約締結日

での約 3 ヶ

0 年 1 月 1

 

は、以下の

上回った保

表 1.2

0.0

5

15

10

3

0.

5

イオキシン類

基準値以下

2

務 

。） 

務」を参照

（平成 29

ヶ月間とす

1 日から平成

のとおりで

保証値を設

 

2.1 排ガス

1 g/m3N 以

0 ppm 以下

0 ppm 以下

0 ppm 以下

0 ppm 以下

1 ng-TEQ/

0 μg/m³N

類特別措置

とする。

 

 

照のこと。

年 9 月末を

る。 

成 45 年 3

ある。ただ

定した場合

ス基準 

基準値

以下（O212%

下（O212%換

下（O212%換

下（O212%換

下 

/m3N 以下（

N（O212%換算

置法に基づ

を予定。）か

月 31 日ま

だし、これ

合には、こ

換算） 

換算） 

換算） 

換算） 

O212%換算）

算） 

くものとす

から平成 29

での 15 年

らを踏まえ

れを本件施

） 

する。 

9 年 12 月

3 ヶ月間

え、事業提

施設の公害



 

 

午

 

振動（4）

敷地

 

 

悪臭（5）

敷地

昼 

午前 8 時～

60 デシ

動基準値 

地境界線上で

臭基準値 

地境界線上で

間 

午後 7 時 

ベル 

で下記の基

昼 

8 時～

60 デ

で以下の基

特

ア

メチル

硫

二

トリ

アセ

プロピ

ノルマル

イソブ

ノルマル

イソバ

イソ

酢

メチルイ

プ

ノ

ノル

イ

表 1.

朝

午前 6 時

午後 7 時

55 デ

基準値以下

表 1.

間 

～19 時 

シベル 

基準値以下

表 1.

特定悪臭物質

アンモニア

ルメルカプ

硫化水素

硫化メチル

二硫化メチル

メチルアミ

トアルデヒ

ピオンアルデ

ルブチルアル

ブチルアルデ

ルバレルアル

バレルアルデ

ソブタノー

酢酸エチル

イソブチル

トルエン

スチレン

キシレン

プロピオン酸

ルマル酪酸

ルマル吉草

イソ吉草酸

3

2.2 騒音

朝・夕 

時～午前 8

時～午後 10

デシベル 

とする。

2.3 振動

とする。

 

2.4 悪臭

質  

 

タン  

 

ル  

ミン  

ヒド  

デヒド  

ルデヒド  

デヒド  

ルデヒド  

デヒド  

ル  

 

ケトン  

酸  

酸  

酸  

 

音基準 

時 

時 
午後

動基準 

夜

19 時～

55 デシ

臭基準 

基準

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

夜

後 10 時～翌

50 デシ

間 

～8 時 

シベル 

値 (ppm) 

1 

0.002 

0.02 

0.01 

0.009 

0.005 

0.05 

0.05 

0.009 

0.02 

0.009 

0.003 

0.9 

3 

1 

10 

0.4 

1 

0.03 

0.001 

.0009 

0.001 

間 

翌日午前 6 時

シベル 

時 



 

 

処理（6）

ア 飛灰

 

イ 飛灰

ダイ

 

２ 用役条

本件施

は、事業

給排（1）

給水に

また、

み汚水は

 

電力（2）

契約

契約

供給

 

燃料（3）

Ａ重

 

電話（4）

事業

 

３ 基本性

要求水

成図書に

 

４ 本業務

本業務

を第三者

理生成物基準

灰固化物の

灰固化物の

イオキシン

条件 

施設におけ

業者自らの

排水 

については

、排水につ

は炉内噴霧

力（予定） 

約種別   

約電力   

給方式・電圧

料 

重油とする。

話 

業者用回線は

性能 

水準書に示

において保

務の実施 

務について

者に委託し

準 

の溶出基準値

表

項

アルキ

総水

カド

鉛

六価ク

ひ

セレ

の含有量基準

ン類 3ng-T

ける用役条件

の費用と責任

は、生活用水

ついては、生

霧またはごみ

：高圧電

：420kW 

圧：交流 3

。 

は、必要分

示す基本性能

保証され、引

ては、事業者

し、又は請け

値 

表 1.2.5 飛

項目 

キル水銀 

水銀 

ミウム 

鉛 

クロム 

ひ素 

レン 

準値 

TEQ/g 以下

件は、以下

任において

水は上水、

生活排水及

みピット返

電力 

相 3 線式、

分を事業者が

能とは、設

引渡し時に

者自らが主

け負わせて

4

 

飛灰固化物

検出

0.

0

0

1

0

0

下 

下のとおり

て行うこと。

プラント用

及びプラン

返送とする。

、6.6kV、5

が電話会社

設備によっ

において確認

主体的に実施

てはならな

物の溶出基準

基準値

出されない

005 mg/L 以

0.3 mg/L 以

0.3 mg/L 以

1.5 mg/L 以

0.3 mg/L 以

0.3 mg/L 以

である。な

。 

用水は上水

ト排水はプ

。 

50Hz、1 回

社から新規

て備え持つ

認される施

施すること

い。ただし

準 

こと 

以下 

以下 

以下 

以下 

以下 

以下 

なお、これ

水及び雨水

プラント水

回線 

に調達する

つ施設とし

施設の性能

ととし、本

し、主たる

らの調達等

とする。 

として再利

る。 

ての機能で

である。 

業務の全部

業務（本件

等について

利用し、ご

であり、完

部又は一部

件施設の運



 

 

転管理、

は除く。

いて、第

限りでは

 

５ 要求水

事業者

 

６ 関係法

事業者

を遵守す

 

７ 生活環

事業者

査書」と

う調査に

 

８ 官公署

事業者

な場合、

 

９ 官公署

事業者

組合の指

請等に関

 

１０ 組合

事業者

供等を要

料提供等

 

１１ 組合

事業（1）

やかに

事業（2）

故等は

 

１２ 周辺

事業者

力するこ

、用役管理

。）を除く業

第三者に委

はない。 

水準書の遵

者は、事業

法令等の遵

者は、「廃棄

すること。

環境影響調

者は、「ごみ

という。）」

により、環

署等の指導

者は、官公

、その費用

署等への申

者は、組合

指示により

関しては、

合及び官公

者は、施設

要求する場

等の要求に

合への報告

業者は、施設

に提出するこ

業者の定期的

は「第 2 章 

辺施設整備

者は、事業

こと。 

理、日常的な

業務につい

委託し、又は

遵守 

業期間中にわ

遵守 

棄物の処理

 

調査書の遵守

み焼却施設

を遵守す

環境に影響が

導等 

公署等の指導

用の負担は契

申請 

合が行う運営

必要な書類

事業者の責

公署等への報

設の運営・維

場合は、速や

については組

告・協力 

設の運営・

こと。 

的な報告は

第 4 節 防

備等への協力

業用地内及び

な設備の点

ては、事業

は請け負わ

わたり、要

理及び清掃に

守 

設生活環境影

ること。ま

が見られた

導等に従う

契約書に定

営・維持管

類、資料等

責任と負担

報告 

維持管理に

やかに対応

組合の指示

維持管理に

は、「第 7 章

防災管理」に

力 

び周辺で組

5

点検・検査等

業者があら

わせること

要求水準書

に関する法

影響調査（

また、組合

た場合は、組

うこと。な

定める。 

管理に係る

等を提出す

担により行

に関して、組

応すること。

示に基づき対

に関して、

章 情報管理

に基づくこ

組合等が行

等をいい、

かじめ書面

について、

に記載され

法律」「労働

（平成 26 年

が実施する

組合と協議

お、法改正

官公署等へ

ること。な

うこと。

組合及び官

。なお、官

対応するこ

組合が指示

理業務」に

こと。 

う事業等に

補修・更

面により、

組合の承

れる要件を

働安全衛生

年 3 月）（以

る事後評価

議の上、対

正等に伴い

への申請等

なお、運営

官公署等が

官公署等か

こと。 

示する報告

に基づくも

に対し、組

新工事等の

当該業務の

諾を得た場

遵守するこ

法」等の関

下「生活環

又は事業者

策を講じる

施設の改造

に全面的に

・維持管理

報告、記録

らの報告、

告、記録、資

のとし、緊

合の要請に

の外注工事

の一部につ

場合はこの

こと。 

関係法令等

環境影響調

者が自ら行

ること。 

造等が必要

に協力し、

理に係る申

録、資料提

記録、資

資料等を速

緊急時・事

に基づき協



 

 

１３ 組合

組合が

を行う時

提出する

 

１４ マニ

本業務

画書につ

微なもの

 

業務（1）

事業

等を遵

れた事

務の各

なお

ること

 

業務（2）

ア 事業

事業年

年度が

業務計

書の様

イ 業務

ついて

のとす

 

１

２

合の検査 

が事業者の

時は、事業

ること。 

ニュアル及

務遂行にお

ついては、

のの場合に

務マニュアル

業者は、本業

遵守する等、

事項（水準）

各業務に関

お、事業者は

。 

務計画書（業

業者は、各

年度に関し

が開始する

計画書を変

様式、記載

務計画書に

ては、業務

する。 

業 

）運転管理

）維持管理

の運転や設備

業者は、その

及び計画書等

おいて事業者

組合との協

には、作成後

ル 

業務の実施

、要求水準書

）を反映し

して作成し

は、業務マ

業務実施計

事業年度が

して、「業務

る前に組合の

変更しよう

載方法等につ

に含むべき内

務計画書に含

表 1.2.6

 務 

理業務関連

理業務関連

備の点検等

の監査、検

等の作成

者が作成す

協議により

後速やかに

施に先立ち、

書等に示さ

したマニュア

した上、組合

ニュアルの

計画書） 

が開始する

務実施計画書

の承諾を受

とする場合

ついては、

内容は、表

含むべき内

6 業務計画

連 ・ 業務

・ 月間

・ 運転

・ 運転

・ 日報

連 ・ 業務

・ 調達

・ 点検

・ 補修

・ 長寿

6

等を含む運

検査に全面

するよう定

り作成する

に組合の承認

、運営期間

された要求水

アル（以下

合に提出し

の内容を変

30 日前ま

書」という

受けること。

合には、組合

組合と事業

表 1.2.6 の

内容を参考

画書に含む

務実施体制

間運転計画

転管理マニ

転管理記録

報、月報、

務実施体制

達計画 

検検査計画

修・更新計

寿命化計画

営・維持管

的に協力し

められてい

こと。なお

認を得るこ

を通じた業

水準に対し

下「業務マ

し、組合の

更する場合

までに、各業

う。）を作成

。また、事

合の承諾を

業者の協議

とおりであ

に、組合と

むべき内容

業務計画

表 

、年間運転

ュアル 

様式 

年報様式

表 

 

画 

 

維

管理全般に

し、要求す

いる各業務

お、組合と

こと。 

業務遂行に

して事業提案

ニュアル」

承諾を得る

合には、事

業務に係る

成して、組

事業者は、

を受けるこ

議により定

ある。なお

と事業者の

（参考） 

画書 

転計画 

維持管理計

対する立ち

る資料等を

のマニュア

の協議を要

に関し、公害

案書におい

という。）

ること。 

前に組合の

業務計画書

合に提出し

組合の確認

と。なお、

めるものと

、業務実施

協議により

計画 

ち入り検査

を速やかに

アル又は計

要しない軽

害防止基準

いて提案さ

を、本業

の承諾を得

書（ 初の

し、各事業

認を受けた

業務計画

とする。 

施計画書に

り定めるも



 

 

３

４

５

  

業務（3）

事業

告書（

に提出

議によ

事業

業者の

るとき

 

１５ 本件

平成

書」とい

における

すること

を発見し

組合と協

 

業 

）環境管理

）情報管理

）その他 

務報告書 

業者は、本件

（以下「業務

出すること。

より定めるも

業者は、上述

の事業所内に

は、それ

件施設にお

27～29 年度

いう。）で規

る事業者の

と。また、

した場合に

協議を行う

 務 

理業務関連

理業務関連

件事業にお

務報告書」

。なお、業

ものとする

述の業務報

に作成後事

らの日誌、

おける施工企

度ごみ焼却

規定してい

の業務範囲外

事業者は、

には、速やか

こと。 

 

連 ・ 環境

・ 環境

・ 作業

・ 作業

連 ・ 各種

・ 各種

・ 清掃

・ 防火

・ 緊急

・ 自主

・ 防災

・ 事故

・ 施設

・ 見学

・ 住民

・ 安全

・ 安全

おける各業務

という。）

務報告書の

る。 

報告書のほか

事業期間にわ

点検記録、

企業の所掌

却施設建設工

る施工企業

外となる。

、本業務の

かに組合に

7

境保全基準

境保全計画

業環境基準

業環境保全

種報告書様

種報告書提

掃要領・体

火管理要領

急対応マニ

主防災組織

災訓練実施

故報告書様

設警備防犯

学者対応要

民対応要領

全衛生管理

全作業マニ

務の遂行状

を作成し

の様式、記

か、各種の

わたって保

、報告書等

掌範囲 

工事発注仕

業の所掌範

事業者は

の遂行にお

に報告する

業務計画

 

 

 

計画 

式 

出要領 

制 

・体制 

ュアル 

体制表 

要領 

式 

要領・体制

領・体制

・体制 

体制 

ュアル 

状況に関し、

、それぞれ

載方法等に

の日誌、点検

保管するこ

等を組合の

仕様書（平成

範囲は、次の

、これらの

いて表 1.2

とともに、

画書 

制 

、日報、月

れ所定の提

については

検記録、報

と。事業者

閲覧又は複

成 27 年 1 月

の表のとお

の範囲に留

2.7 に示す

書面にて

報、年報そ

出期限まで

、組合と事

告書等を作

者は、組合の

複写に供す

月）（以下

りであり、

意し、本業

範囲に抵触

詳細を取り

その他の報

でに、組合

事業者の協

作成し、事

の要請があ

ること。

「発注仕様

本件事業

業務を実施

触する内容

りまとめ、
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表 1.2.7 発注仕様書における施工企業の所掌範囲 

No. 項目 発注仕様書における記載内容 備考 

1 予備品及び消耗
品 

・ 予備品及び消耗品はそれぞれ明細書を添えて予備
品 2 年間、消耗品 1 年間に必要とする数量を納入
し、またこの期間での不足分は補充すること。 

平成 27～29 年
度ごみ焼却施
設建設工事発
注 仕 様 書
P.1-37 

2 設計のかし担保 ・ 設計のかし担保期間は原則として、引渡後 10 年間
とする。 
この期間内に発生した設計のかしは、設計図書に
記載した施設の性能及び機能、主要装置の耐用に
対して、すべて施工企業の責任において、改善等
すること。 

・ 引渡後、施設の性能及び機能、装置の耐用につい
て疑義が生じた場合は、組合と施工企業との協議
のもとに施工企業が作成した性能確認試験要領書
に基づき、両者が合意した時期に実施するものと
する。これに関する費用は、本施設の通常運転に
かかる費用は組合の負担とし、新たに必要となる
分析等にかかる費用は責任者負担とする。 

・ 性能確認試験の結果、施工企業のかしに起因し所
定の性能及び機能を満足できなかった場合は、施
工企業の責任において速やかに改善すること。 
 

平成 27～29 年
度ごみ焼却施
設建設工事発
注 仕 様 書
P.24-33 

3 施工のかし担保 ・ プラント工事関係 
プラント工事関係のかし担保期間は原則として、
引渡後 2 年間とする。ただし、組合と施工企業が
協議の上、別に定める消耗品についてはこの限り
でない。 

・ 建築工事関係(建築機械設備、建築電気設備を含
む) 
建築工事関係のかし担保期間は原則として引渡後
2 年間とする。組合と施工企業が協議の上、別に定
める消耗品についてはこの限りでない。 
また、防水工事等については「公共建築工事共通
仕様書( 新版)」を基本とし、保証年数を明記し
た保証書を提出すること。 

平成 27～29 年
度ごみ焼却施
設建設工事発
注 仕 様 書
P.24-33 
 

4 かし検査 ・ 組合は施設の性能、機能、耐用等疑義が生じた場
合は、施工企業に対しかし検査を行わせることが
出来るものとする。施工企業は組合と協議したう
えで、かし検査を実施しその結果を報告すること。
かし検査にかかる費用は施工企業の負担とする。
かし検査によるかしの判定は、かし確認要領書に
より行うものとする。本検査でかしと認められる
部分については施工企業の責任において改善、補
修すること。 

平成 27～29 年
度ごみ焼却施
設建設工事発
注 仕 様 書
P.24-33 

5 かしの改善・補
修 

・ かし担保 
かし担保期間中に生じたかしは、組合の指定する
時期に施工企業が無償で改善・補修すること。改
善・補修に当たっては、改善・補修要領書を提出
し、承諾を受けること。 

・ かし判定に要する経費 
かし担保期間中のかし判定に要する経費は施工企
業の負担とする。 

平成 27～29 年
度ごみ焼却施
設建設工事発
注 仕 様 書
P.24-33 

 

１６ 保険 

事業者は、本件事業の運用上必要と考える保険に加入すること。加入する保険の種別

等については、組合と協議の上決定すること。 



 

 

第３節 

１ 対象施

本業務

の全ての

 

２ 処理対

処理（1）

処理

なお、

される

本件

事業者

 

 

計画（2）

本件

 

 

第４節 

１ 本業務

本業務

事業（1）

対象施設

施設 

務における

の施設・設

対象物 

理対象物及び

理対象物及び

本件事業に

ものとする

件施設への処

者の直接搬入

表 1.

一
可
可

画ごみ質 

件施設の計画

水分

可燃分

灰分

低位発熱

単位容積

元素組

(％)

運営・維

務の指針と

務は、以下

業契約書 

設及び処理

る対象施設は

設備とする。

び処理対象

び計画目標

においては

る。 

処理対象物

入である。

3.1 処理

処理
般可燃ごみ
燃性粗大ご
燃性残渣

計画処

画ごみ質は

項 目 

分 

分 

分 

熱量 
(k

(kc

積重量 (k

組成 

) 

維持管理業

となる図書の

下に基づいて

理対象物 

は、本書に

。 

象量 

標年次（平成

運営期間に

物の搬入は、

 

理対象物及び

理対象物 
み 
ごみ 
（破砕選別
処理量計

は以下のとお

表 1.3

（％） 

(％) 

(％) 

kJ/kg) 

cal/kg)

kg/㎥) 

炭素 

水素 

酸素 

硫黄 

窒素 

塩素 

業務条件 

の優先順位

て行うもの

9

において別段

成 30 年度）

にわたり、

、遠軽町、

び計画目標

単
t/
t/

別） t/
t/

おりである

3.2 計画ご

低質 

62.9 

30.7 

6.4 

5,730 

1.370 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

位 

のとする。

段の定めが

）の処理量

計画目標年

湧別町、佐

標年次におけ

単位 計
/年 
/年 
/年 
/年 

る。 

ごみ質 

基 

50.

42.

6.

9,00

2,15

20

22.

3.

14.

0.

0.

1.

がある場合

量は表 1.3.

年次におけ

佐呂間町か

ける処理対

計画処理量 
6,8

7
2

7,9

準 

5 

9 

6 

00 1

51 

00 

6 

7 

9 

1 

6 

0 

を除き、本

1 のとおり

る処理対象

からの搬入、

対象量 

 
894 
764 
293 
951 

高 質 

38.6 

53.3 

8.1 

2,390 

2,961 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

本件施設の

りである。

象量が搬入

町民及び



 

 

要求（2）

事業（3）

その（4）

※ 質問回

つき、

 

２ 提出書

運営期

いて要求

 

３ 要求水

記載（1）

要求

り、こ

されて

全て事

 

参考（2）

要求

1.2.6、

運営・

いて実

 

契約（3）

上記

 

第５節 

１ 運営期

本施設

して使用

による機

当該検

以下に示

認とする

（又は組

合は、事

 

本件（1）

「第 1

建物（2）

求水準書 

業提案書 

の他組合の指

回答書にお

、上記図書

書類の変更

期間中に要

求水準書を

水準書記載

載事項の補足

求水準書で記

れを上回っ

ていない事項

事業者の責任

考図書の取

求水準書の図

、表 2.1.1

維持管理す

実施するこ

約金額の変更

記(1)及び(2

運営期間

期間終了時

設は、30 年

用すること

機能検査を

検査の結果

示すような

る。また、

組合）にお

事業者は、

件施設が、完

章第 2 節

物の主要構造

指示するも

おいて、上記

書に優先す

更 

要求水準書に

を満足させ

載事項 

足等 

記載された

って運営・

項であって

任において

り扱い 

図・表等で

、表 5.9.1

するために

と。 

更 

2)の場合、

間終了時の

時の機能検査

年間使用す

に支障がな

を、組合の立

果、本件施設

な状態であ

当該検査の

おいて適切な

自らの費用

完成図書に

3 基本性能

造部などに

もの 

記図書の解

る。 

に適合しな

る変更を行

た事項は、本

維持管理す

ても、施設を

て実施する

で「（参考）」

1）。事業者

当然必要と

契約金額の

の取扱い 

査 

ることを想

ない状態で

立ち会いの

設が運営期

ることを確

の結果、本

な点検、補

用負担にお

おいて保証

能」を満た

に、大きな破

10

解釈等につ

ない箇所が発

行うこと。

本業務にお

することを

を運営・維持

こと。 

と記載さ

者は「（参考

と思われる

の増額等の

想定してい

であること

の下に実施す

期間終了後

確認したこ

本件施設が運

補修などを行

おいて、必

証されてい

しているこ

破損や汚損

いて言及さ

発見された

ける基本的

妨げるもの

持管理する

れたものは

考）」と記載

ものについ

の手続きは行

る。したが

を確認する

すること。

も継続して

とをもって

運営期間満

行いながら

要な補修な

る基本性能

ことを指す

損などがな

されている

た場合には

的部分につ

のではない

ために必要

は、一例を

載されたも

いては、全

行わない。

がって、事

るため、事

 

て使用する

て、組合は

満了後の運

ら使用する

などを実施

能を満たし

。）。 

く良好な状

場合は、該

、事業者の

いて定めた

い。要求水準

要なものに

示すもので

のについて

て事業者の

 

業期間終了

業者は、第

ことに支障

運営期間終

営を担当す

ことに支障

すること。

している（本

状態である

該当箇所に

の責任にお

たものであ

準書に記載

ついては、

である（表

て、施設を

の責任にお

了後も継続

第三者機関

障がなく、

終了時の確

する事業者

障がある場

 

本件施設が

。 



 

 

外の（3）

 

２ 運営期

組合（1）

て検討

組合（2）

より新

ア 新た

料の開

イ 新た

ウ 運営

エ その

事業（3）

補充し

消耗品

組合（4）

が適切

に示す

ア (1)

者と本

12 箇

延長さ

イ 本業

箇月前

組合（5）

の運営

定する

期間終

ア 人件

イ 運転

ウ 維持

エ 用役

オ 運営

カ その

の仕上げや設

期間終了後

合は、運営期

討する。事業

合が、運営期

新たな事業者

たな事業者

開示 

たな事業者

営期間中の

の他新たな

業者は、運営

し、規定数量

品については

合が運営期間

切でないと判

す協議に応

)の検討の結

本件事業の

月前までに

される。 

業務の延長

前までに成

合が事業者

営・維持管理

る。このた

終了翌年度の

件費 

転経費 

持補修費（

役費 

営期間中の

の他必要な

設備機器な

後の運営方法

期間終了の

業者は、組

期間終了後

者を選定す

者の選定に際

者による本件

の引継ぎ業務

な事業者の円

営期間終了

量を満たし

は 1 年間使

間終了後の

判断した場

じること。

結果、運営

の延長につい

に、組合と

長に係る協

成立しない場

と運営期間

理業務に関

めに、事業

の諸実施計

（点検、検査

の財務諸表 

な経費 

などに、大

法の検討

の 36 箇月前

組合の検討に

の本件施設

する場合、事

際して、資

件施設及び

務（ 長 3

円滑な業務

了時に本件施

した上で、引

使用できる量

の本件施設の

場合、事業

 

営・維持管理

いて協議を

事業者が合

議において

場合は、運

間終了後の運

関する業務

業者は、運

計画を速やか

査、補修、

11

きな破損や

前から運営期

に協力する

設の運営を

事業者は、

資格審査を通

び運営・維持

3 箇月） 

務の開始に必

施設の運営

引き渡すこ

量を補充し

の運営を自

者は、本件

理業務の延

を開始する。

合意した場

て、組合と

運営期間終

運営の継続

委託料は、

営期間中の

かに提出す

更新費用）

や汚損など

期間終了後

ること。 

自ら実施す

以下の事

通過した者

持管理状況

必要な支援

営に必要な

こと。また

した上で、

自ら実施す

件施設の運

延長が必要と

。この場合

合は、合意

事業者の合

了日をもっ

続について

運営期間

の以下の事

すること。

） 

がなく良好

後の本件施

するか、又

項に関して

者に対する

況の視察 

援 

用役（薬剤

、予備品に

引き渡すこ

ること、又

運営の継続に

となった場

合において

意された内

合意が、運

って、本件

協議する場

間中の業務委

事項に関する

好な状態で

設の運営方

は公募など

て協力する

事業者が所

剤、油脂を

については

こと。 

は公募に供

に関して組

場合は、組合

、運営期間

容に基づき

運営期間終

事業は終了

場合、運営期

委託料に基

る費用明細

ある。 

方法につい

どの方法に

こと。 

所有する資

含む。）を

2 年間、

供すること

組合と以下

合は、事業

間終了日の

き本業務は

了日の 12

了する。 

期間終了後

基づいて決

細及び運営



 

 

第２章 

 

第１節 

事業（1）

事業（2）

者を配

理施設

式、2

事業（3）

(3)に（4）

任する

事業（5）

 

廃棄物処理

安全衛生推

防火管理者

酸素欠乏危

危険物保安

第 3 種電気

クレーン

特定化学物

※1：その

※2：提案

運営・維

全体組織

業者は、本業

業者は、本件

配置するこ

設技術管理者

炉以上）の

業者は、第

における有

る。 

業者は、その

資格

理施設技術

推進者※2 

者 

危険作業主

安監督者・

気主任技術

・デリック

物質等作業

の他運営を行

案内容によ

維持管理体

織計画 

業務の実施

件事業の総

と。ただし

者の資格を

の総括責任

3 種電気主

有資格者につ

の他本件事

表

格の種類 

術管理者 

主任者 

危険物取扱

術者 

ク運転士 

業主任者  

行うに当た

り、適切な

体制 

施に当り、適

括責任者と

し、運営開始

を有する者

者としての

主任技術者の

ついては、

事業を行うに

2.1.1 必

扱者 

たり必要な資

な管理者を配

12

適切な業務

として、廃棄

始後 2 年

で、一般廃

の経験を有

の資格を有

本件施設

にあたり必

必要有資格者

焼却

を担

事業

(常時

る事

施設

酸欠

欠乏

危険

電気

安の

クレ

特定

理設

資格がある

配置するこ

務実施体制

棄物処理施

間以上は、

廃棄物を対

有する者を配

有する者を

における電

必要な有資

者（参考）

却施設の維

担当 

業場の衛生

時 10 人以上

事業場) 

設の防火に関

欠危険場所で

乏症を防止す

険物取扱作業

気工作物の

の監督 

レーン及びデ

定化学物質の

設備等の点検

る場合は、

こと。 

を整備する

施設技術管

総括責任者

対象とした焼

配置するこ

配置するこ

電気事業法

格者を配置

※1 

主な業務

持管理に関

全般及び安

上 50 人未満

関する管理

で作業する

する 

業の関する

工事維持及

デリックの

の作業方法

検、保護具

その有資格

ること。 

理者の資格

者として、

焼却施設

こと。 

こと。 

上の主任技

置すること

務内容 

関する技術

安全全般に

満の労働者

理者 

る場合、作業

る保安・監

及び運用に

の運転 

法等の指導

具の使用状

格者を置く

格を有する

廃棄物処

（ストーカ

技術者に選

。 

術上の業務

に係る管理

者を使用す

業員の酸素

督 

に関する保

、排ガス処

況の監督

こと。 



 

 

第２節 

事業（1）

に、本

事業（2）

制には

するこ

事業（3）

ととも

事業（4）

こと。

おくこ

事業（5）

（基発

し、委

こと。

める者

事業（6）

（基発

防止対

事業（7）

その励

作業状

事業（8）

ること

事業（9）

合は、

事業（10）

その結

事業（11）

事業（12）

は、事

事業（13）

つこと

 

第３節 

事業（1）

備する

事業（2）

た場合

事業（3）

労働安全

業者は、労働

本業務に必要

業者は、整備

は、ダイオ

こと。なお、

業者は、安全

もに、快適な

業者は、作業

また、保護

こと。 

業者は、「廃棄

発第 401 号の

委員会におい

なお、ダイ

者の同席を要

業者は、「廃棄

発第 401 号の

対策措置を行

業者は、本件

励行に努め、

状況に応じて

業者は、作業

。 

業者は、日常

組合と協議

業者は、労働

結果及び結果

業者は、従

業者は、安

事前に組合に

業者は、場

。 

防火管理

業者は、消防

ること。 

業者は、整備

合は速やかに

業者は、日常

全衛生・作

働安全衛生

要な管理者

備した安全

キシン類へ

、体制を変

全衛生管理

な職場環境

業に必要な

護具及び測

棄物ごみ焼

の 2、平成

いて「ダイ

イオキシン

要すること

棄物ごみ焼

の 2、平成

行うこと。

件施設におけ

、作業行動

て随時改善

業環境に関

常点検、定

議の上、施

働安全衛生

果に対する

従業者に対

安全確保に必

に連絡する

場内の整理整

理 

防法等関係

備した防火

に組合に報

常点検、定

作業環境管

法等関係法

者、組織等の

衛生管理体

へのばく露

変更した場合

体制に基づ

境の形成を促

保護具及び

測定器等は

焼却施設内作

13 年 4 月

イオキシン

ン類対策委

と。 

焼却施設内作

13 年 4 月

 

ける標準的

動の安全を

善し、その周

する調査・

定期点検等の

施設の改善

生法等関係法

る対策につい

して、定期

必要な訓練

ること。 

整頓及び清

法令に基づ

火管理体制に

報告するこ

定期点検等の

13

管理 

法令に基づ

の安全衛生

体制につい

防止上必要

合は速やか

づき、職場

促進するこ

び測定器等

定期的に点

作業におけ

25 日）に基

類へのばく

員会には、

作業におけ

25 日）に

的な安全作業

図ること。

周知徹底を

・計測を行

の実施にお

を行うこと

法令に基づ

いて組合に

期的に安全衛

練を定期的

清潔の保持

づき、本件

について組

と。 

の実施にお

づき、従業者

生管理体制

て組合に報

要な管理者

かに組合に

における労

こと。 

等を整備し、

点検し、安

けるダイオ

基づきダイ

く露防止推

廃棄物処

けるダイオ

基づき、労

業の手順（

また、安

を図ること

い、作業環

おいて、労働

と。 

づき、従業者

に報告する

衛生教育を

に行うこと

に努め、施

施設の防火

組合に報告す

おいて、防火

者の安全と

を整備する

報告するこ

者、組織等の

報告するこ

労働者の安

従事する

安全な状態が

キシン類ば

イオキシン類

推進計画」を

処理施設技術

キシン類ば

労働者のダ

安全作業マ

安全作業マニ

。 

環境管理報

働安全・衛

者に対して

こと。 

を行うこと

と。なお、

施設の作業

火上必要な

すること。

火管理上、

健康を確保

ること。 

こと。安全衛

の体制を含

こと。 

全と健康を

労働者に使

が保てるよ

ばく露防止

類対策委員

を策定し、

術管理者等

ばく露防止

イオキシン

マニュアル

ニュアルは

告書を組合

衛生上、問題

健康診断を

。 

訓練の開催

環境を常に

管理者、組

なお、体制

問題があ

保するため

衛生管理体

含めて報告

を確保する

使用させる

ようにして

対策要綱」

員会を設置

遵守する

等組合が定

対策要綱」

ン類ばく露

）を定め、

は、施設の

合に提出す

題がある場

を実施し、

催当たって

に良好に保

組織等を整

制を変更し

る場合は、



 

 

組合と

火管理

 

第４節 

事業（1）

ともに

二次災

事業（2）

定めた

ュアル

ルにつ

事業（3）

た場合

組合等

告する

緊急（4）

行うこ

連絡し

事業（5）

況、事

事故報

 

第５節 

事業（1）

事業（2）

変更し

事業（3）

務時間

事業（4）

 

第６節 

事業者は

た、体制を

 

協議の上、

理を行うこ

防災管理

業者は、災害

に、環境及び

災害の防止に

業者は、緊急

た緊急対応マ

ルに従った適

ついて必要に

業者は、地震

合に備えて、

等への連絡体

ること。 

急時に自主防

こと。また、

し、当該団体

業者は、事故

事故時の運転

報告書を作成

施設警備

業者は、本件

業者は、整備

した場合は速

業者は、本件

間外の敷地出

業者は、夜間

連絡体制

は、平常時

を変更した

、施設の改

と。 

理 

害、機器の

び施設へ与

に努めるこ

急時におけ

マニュアル

適切な対応

に応じて随

震、台風、

、自主防災

体制を整備

防災組織及

、防災訓練

体の参加に

故が発生し

転記録等を

成し、組合

備・防犯 

件施設の警

備した施設

速やかに組

件施設の警

出入口の警

間、休日の

制 

時及び緊急時

た場合は速や

改善を行う

故障、停電

与える影響

こと。 

る人身の安

ルを作成し

応を行うこ

随時改善す

大雨等の警

災組織を整

備すること

及び連絡体制

練等の開催

について協議

た場合は、

を組合に報

合に提出す

警備体制を整

設警備・防犯

組合に報告す

警備を実施し

警備も含む

の来訪者につ

時の組合等

やかに組合

14

こと。特に

電等の緊急

を 小限に

安全確保、

、組合の承

と。なお、

ること。

警報発令時

備するとと

。なお、体

制が適切に

に当たって

議すること

、緊急対応

告すること

ること。

整備するこ

犯体制につ

すること。

し、第三者

ものとする

ついて、必

等への連絡体

合に報告す

に、ごみピ

時において

に抑えるよ

施設の安全

承認を得る

事業者は

時、火災、事

ともに、自

体制を変更

に機能する

ては、事前

と。 

マニュアル

と。報告後

こと。 

いて組合に

 

者の安全を確

る。 

必要に応じ

体制を整備

ること。

ピット等につ

ては、人身

うに施設を

全停止、施

こと。また

は、作成した

事故、作業員

主防災組織

更した場合は

ように、定

前に自主防災

ルに従い、

後、速やかに

に報告する

確保するこ

て対応を行

備し、組合

ついては、

の安全を確

を安全に停

設の復旧等

た、緊急時

た緊急対応

員の怪我等

織及び警察

は速やかに

期的に防災

災組織の構

直ちに事故

に対応策等

ること。なお

こと。なお、

行うこと。

に報告する

入念な防

確保すると

停止させ、

等の手順を

時にはマニ

応マニュア

等が発生し

察、消防、

に組合に報

災訓練等を

構成団体に

故の発生状

等を記した

お、体制を

組合の業

 

ること。ま



 

 

第３章 

 

第１節 

事業（1）

おいて

事業（2）

性状、

基準を

その旨

 

第２節 

事業者は

計量設備に

 

第３節 

事業者は

 

第４節 

事業（1）

組合が

事業（2）

 

第５節 

受付（1）

9 時か

祝日（2）

事業（3）

力する

受入業務

受付管理

業者は、廃棄

て記録・確認

業者は、直接

形状、内容

を満たしてい

旨を速やかに

計量 

は、廃棄物

において計

案内・指

は、搬入車

料金徴収

業者は、本件

が定める方法

業者は、徴収

受付時間

付は、休日で

ら午後 0 時

の受付時間

業者は、組合

ること。 

務 

理 

棄物、薬剤

認し、管理

接搬入ごみ

容について

いない直接

に組合に報

物、薬剤等副

計量し、その

指示 

車両に対し、

収代行 

件施設に直接

法で、組合

収した料金

間（搬入時

である日曜

時、午後 1

間について

合が要請し

等副資材、

理を行うこ

みを搬入し

て、組合が

接搬入ごみ

報告するこ

副資材、

の記録を管

、降ろし場

接搬入ごみ

合に代わり徴

金を組合が定

時間） 

曜日、年末年

時から午後

ては、(1)と

した場合には

15

終処分

と。 

ようとする

定める基準

を確認した

と。 

終処分物等

管理するこ

場所につい

みを搬入し

徴収するこ

定める方法

年始（12/

後 5 時とす

と同様とす

は、 (1)及

物等を搬入

る者に対し

準を満たし

た場合は、受

等の計量が

と。 

て、案内・

ようとする

こと。 

法によって

31～1/3)を

する。 

る。 

及び(2)の受

入・搬出す

て、直接搬

しているこ

受け入れて

が必要な搬

指示する

る者より、組

組合へ引き

を除く月曜

受付時間外

る車両を計

搬入ごみの

とを確認す

てはならない

入・搬出す

こと。 

組合が定め

き渡すこと

日から土曜

であっても

計量設備に

排出地域、

すること。

い。また、

する車両を

る料金を、

。 

曜日の午前

も搬入に協
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第４章 運転管理業務 

 

事業者は、本件施設の各設備を適切に運転し、本件施設の基本性能を発揮し、関係法令、

公害防止基準等を遵守し搬入される処理対象物を適正に処理するとともに、経済的運転に

努めること。 

 

第１節 運転管理体制 

事業者は、本件施設を適切に運転するために、運転管理体制を整備し、組合に報告する

こと。また、体制を変更した場合は速やかに組合に報告すること。 

 

第２節 運転条件 

事業者は以下に示す運転条件に基づき、施設を適切に運転管理すること。 

 

１ 年度別計画搬入量 

年度別計画搬入量については、「第 1 章 第 3 節 2 (1)処理対象物及び処理対象量」を

参照のこと。 

 

２ 計画ごみ質 

計画ごみ質については、「第 1 章 第 3 節 2 (2)計画ごみ質」を参照のこと。 

 

３ 公害防止基準 

公害防止基準については、「第 1 章 第 2 節 1 公害防止基準」を参照のこと。 

 

４ 用役条件 

用役条件については、「第 1 章 第 2 節 2 用役条件」を参照のこと。 

 

５ 年間運転日数 

施設の年間運転日数は、極力 280 日以上に努めるものとする。 

 

６ 運転時間 

施設の運転時間は 16h/日とする。 

 

７ 車両の調達等 

組合は、本事業の実施に際し，下記の車両を無償で貸与する。事業者は、自賠責保険

を含め維持管理に係る費用を負担するものとする。また、運営期間における当該車両の

更新は、事業者の費用で行うものとする。なお、車両の選定に際しては、施設の運転管

理・維持管理に支障のない車両とすること。 

 

 

 



 

 

No. 車   

1 ｷｬﾀﾋﾟﾗ

2 日立建

 

 

第３節 

事業者は

処理対象物

受入可能量

と。 

 

第４節 

搬入物の

事業（1）

行うこ

分析（2）

素組成

頻度（3）

 

第５節 

事業（1）

誘導員

ングボ

事業（2）

また、

事業（3）

その混

身につ

事業（4）

従って

事業（5）

事業（6）

 

第６節 

事業（1）

事業（2）

適正に

事業（3）

名 形

ﾗｰ三菱 3

建機 ＨＲ

処理対象

は、遠軽町

物をごみピ

量を超える

搬入物の

の性状分析

業者は、本件

こと。 

析項目は、「

成及び低位発

度については

搬入管理

業者は、安全

員を配置す

ボックスへの

業者は、本件

ごみ区分の

業者は、直接

混入を防止す

ついて確認す

業者は、上記

て組合又は組

業者は、直接

業者は、組合

適正処理

業者は、自走

業者は、関係

に処理を行

業者は、本件

  式 

307Ｂ  

1200ＳＧ 自

象物の受入

町、湧別町、

ピット等の受

る恐れがあ

の性状分析

析については

件施設に搬

「昭和 52 年

発熱量（実

は、年 4 回

理 

全に搬入が

る等、搬入

の誘導及び

件施設に搬入

の間違い等

接搬入ごみに

すること。

すること。

記の選別後

組合の指定

接搬入ごみ

合が不定期

理 

走式二軸破砕

係法令、本

うこと。特

件施設の運

表 4.

形  状

油圧ショベル

自走式二軸破砕

入 

、佐呂間町

受入設備に

る場合、直

析等 

は、以下の

搬入された処

年 11 月 4 日

実測）とす

回以上(3 ヶ

行われるよ

入車両に対

びダンピン

入される廃

等を発見した

に含まれる

特に、段

また、資源

に処理不適

定する業者へ

みの荷降ろ

期に行う展開

砕機等の重

件施設の公

特にダイオキ

運転管理によ
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2.1 貸与

購入

ル 平成 1

砕機 平成 1

町からの搬入

にて受入可能

直ちにその

のとおりとす

処理対象物

環整第 95

る。 

月に 1 回以

ようにプラ

して適切な

グボックス

廃棄物につ

た場合には

る処理不適物

ボール箱等

源化が可能

適物が残っ

へ引き渡す

し時に適切

開検査に協

重機により

公害防止基

キシン類の

より発生す

与車両一覧

入年月 
H

1 年 9 月

1 年 9 月

入、町民及

能である限

旨を組合に

する。 

物の性状につ

号」に基づ

以上)実施す

ットホーム

な誘導・指

スの操作を

いて処理不

は指導を行

物の検査を

等に入れら

なものにつ

た場合は、

すまで場内

切な指示及

協力するこ

、可燃性粗

準等を遵守

の排出抑制

する焼却灰、

走行時間 

28.5.11 現在

6,809ｈ  

4,859ｈ  

及び事業者

限り、受け

に報告し、

ついて、定

づくもの、

する。 

ム内等にお

指示を行う

行うこと。

不適物の混

うこと。 

をプラット

れたものに

ついては、

、組合に報

にて保管す

び補助を行

と。 

大ごみ等の

守し、搬入

に努めた処

、飛灰等が

 
用

可燃粗大ご

可燃粗大ご

から直接搬

入れること

組合の指示

定期的に分析

種類組成

おいて、必要

こと。また

 

入防止に努

ホーム内に

については

資源化を行

報告し、組合

すること。

行うこと。

の前処理を

された処理

処理を行う

関係法令、

用途 

ごみ投入作業

ごみ破砕作業

搬入される

と。なお、

示に従うこ

析・管理を

（wet）、元

要に応じて

た、ダンピ

努めること

にて実施し

は、その中

行うこと。

合の指示に

 

 

行うこと。

理対象物を

こと。 

公害防止

。

、

 

 



 

 

基準等

 

第７節 

事業（1）

が行う

事業（2）

こと。

 

第８節 

事業者は

理を組合が

また、雪

には、速や

 

第９節 

事業者は

行うこと。

 

第１０節

事業（1）

を毎年

事業（2）

象月の

事業（3）

ること

事業（4）

の上、

 

第１１節

事業（1）

ともに

アルを

転を実

事業（2）

ること

 

第１２節

事業者は

分析値、補

 

等を満たすよ

適正運転

業者は、本件

検査によっ

業者は、本件

 

災害発生

は、組合が

が実施しよ

雪害等その

やかに組合

搬出物の

は、本件施

。なお、処

節 運転計

業者は、年度

年度作成し、

業者は、年間

の前月の 20

業者は、本件

。 

業者は、作成

計画を変更

節 運転管

業者は、施設

に、操作手順

を作成（運営

実施するこ

業者は、策定

。 

節 運転管

は、各設備

補修等の内

ように適正

転 

件施設の運

って確認す

件施設の運転

生時等の協

が震災その他

ようとする場

の他不測の事

合にその内容

の性状分析

施設から搬出

処理不適物は

計画の作成

度別の計画

、組合の承

間運転計画

日まで）。

件施設の年間

成した年間

更すること

管理マニュ

設の運転操

順及び方法

営・維持管

と。 

定した運転

管理記録の

備機器の運転

内容を含んだ

正に処理す

運転が、関係

すること。

転により発

協力 

他不測の事

場合、その

事態が発生

容を報告し

析等 

出する焼却

は、量につ

成 

処理量に基

承認を得る

に基づき、

 

間運転計画

運転計画及

と。 

ュアル 

作に関して

法について

管理業務開始

管理マニュ

の作成 

転データ、

だ運転日誌

18

ること。

係法令、公

発生した余熱

事態により

の処理に協力

生し、本業務

し、対応に

却灰、飛灰

ついて管理

基づく施設

こと（対象

月間運転計

画及び月間運

及び月間運

て、運転管理

取扱説明書

始日の 30

ュアルにつ

電気・上水

誌、日報、月

害防止基準

熱を場内に

、計画搬入

力しなけれ

務の実施に

ついて協議

固化物の量

を行うこと

設の点検、補

象年度の前

計画を作成

運転計画に

運転計画に変

理上の目安

書に基づい

日前まで）

いて、施設

水等の用役

月報、年報

準等を満た

にて安全且

入量を超え

ればならな

に影響を及

議を行うこ

量及び質に

と。 

補修等を考

年の 9 月末

成し、組合の

に従って運

変更が生じ

安としての

いて基準化

し、マニ

設の運転に

役データを

報等を作成

しているこ

つ安定的に

る多量の廃

い。 

ぼす恐れが

と。 

ついて分析

慮した年間

末日まで）。

の承認を得

転管理業務

じる場合、組

管理値を設

した運転管

ュアルに基

あわせて随

記録すると

すること。

ことを自ら

に利用する

廃棄物の処

がある場合

析・管理を

間運転計画

 

ること（対

務を実施す

組合と協議

設定すると

管理マニュ

基づいた運

随時改善す

とともに、

 



 

 

第１３節

１ 運転教

事業者

認を受け

 

２ 運転教

事業者

し、適切

 

第１４節

事業（1）

施工企

運転指

る。 

事業（2）

び引渡

 

第１５節

１ 要監視

事業者

いるか否

なお、

かに組合

対象（1）

要監

水銀、

 

基準（2）

停止

要監視

する。

が発生

 

節 教育訓

教育計画書

者は、本件

けること。

教育の実施

者は、策定

切な教育訓

節 運営準

業者は、運営

企業が作成

指導を受け

業者は、運営

渡性能試験に

節 各種基

視基準と停

者は、本書

否かの判断

、要監視基

合に報告を

象項目 

監視基準及び

ダイオキシ

準値 

止基準の基準

視基準の基準

運転基準値

生した場合で

訓練 

書の作成 

件施設に関

 

施 

定した運転教

訓練を行う

準備期間の

営期間の開

した教育指

ること。詳

営準備期間

に関して、

基準値を満

停止基準 

書の性能を満

断基準として

基準又は停止

を行うこと。

び停止基準

シン類、騒

準値は、「第

準値は、「第

値は、事業

でも、是正

して、運営

教育計画書

こと。 

の運転管理

開始に先立ち

指導計画書

詳細は、事

中、施工企

必要な協力

満足できな

満足した運

て、要監視

止基準を満

。 

準の項目は、

騒音、振動、

第 1 章 第 2

第 6 章 第

提案書によ

正勧告、業務
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営期間を通

書に基づき

理等 

ち、運営準

に基づき、

業契約締結

企業が実施

力を行なう

ない場合の

運転を行う

視基準と停止

満足できな

、ばいじん

、悪臭等と

2 節 1 公害

1 節 環境保

よる。なお

務委託料の

じた運転教

、事業者が

準備期間中

施工企業

結後、組合

する本件施

うこと。 

の対応 

こと。また

止基準を設

いような事

ん、硫黄酸化

とする。 

害防止基準」

保全基準」

、運転基準

の減額の対象

教育計画書

が自ら確保

（本件施設

業より本件施

合と事業者の

施設の試運

た、公害防

設定するこ

事態が発生

化物、塩化

」における公

にて設定

準値につい

象としない

を策定し、

した従事者

の試運転期

施設の運転

の協議によ

運転、予備性

止基準等を

と。 

した場合に

化水素、窒

公害防止基

する環境保

ては、その

い。 

組合の確

者などに対

期間中）に

転に必要な

より決定す

性能試験及

を満足して

には、速や

素酸化物、

基準とし、

保全基準と

の超過など



 

 

ばいじん

硫黄酸化

窒素酸化

塩化水素

一酸化炭

ダ イ オ キ

類 

水銀 

 

２ 要監視

要監視

再度（1）

基準（2）

継続（3）

 

３ 停止基

停止基

本件（1）

基準（2）

復旧（3）

本件（4）

改善（5）

試運（6）

継続（7）

 

物質 

ん g/㎥

化物 ppm 

化物 ppm 

素  ppm 

炭素 ppm 

キ シ ン ng-T

㎥ N

μg/

視基準を満

視基準を満

度計測し要監

準を満足でき

続して計測を

基準を満足

基準を満足

件施設を即時

準を満足でき

旧計画書（復

件施設の改善

善作業の終了

運転を行い、

続して計測を

表 4.6

運転

基準

㎥ N 

TEQ/

N 
－

/m³N －

満足できない

満足できない

監視基準を

きない原因

を行いなが

足できない場

足できない場

時停止する

きない原因

復旧期間の

善作業を行

了を報告し

、その報告

を行いなが

.1 排ガス

転 

値 基準値

 

 

 

 

 

 －  

 －  

い場合の復

い場合、事

を満足してい

因を把握し、

がら復旧す

場合の復旧

場合、事業

る。 

因を把握す

のごみ処理

行う。 

し、組合は検

告書について

がら復旧す

20

スに係る要

要監視基準

判定方

１ 時 間 平 均

準 値 を 超 過

合 、 本 件 施

視 を 強 化

の 検 討 を

る。 

－

－

復旧作業 

事業者は、

いるかを確

、組合に報

る。 

旧作業 

業者は、以

る。 

を含む）を

検査を行う

て組合の了

る。 

監視基準及

 

方法 

均 値 が 基

過 し た 場

施 設 の 監

し 改 善 策

を 開 始 す

－ 

－ 

以下に示す

確認する。

報告の上、

下に示す手

を作成し、

う。 

了解を得る

及び停止基

停

基準値 

0.01 

50 

150 

100 

30 

1 

50 

す手順で復

対策を施す

手順で復旧

組合の了解

。 

基準 

停止基準 

判定方

１ 時 間 平 均

記 の 基 準 値

した場合、速

本 件 施 設 の

停止する。

炭素は 4 時

値） 

定 期 ﾊﾞｯ ﾁ計

が 左 記 の 基

脱した場合

追 加 計 測 を

る。この 2

結 果 が 基 準

脱した場合

に 本 件 施 設

を停止する

旧を行うこ

す。 

を行うこと

解を得る。

方法 

均 値 が 左

値 を 超 過

速やかに

の 運 転 を

（一酸化

時間平均

計 測 ﾃﾞｰ ﾀ

基 準 を 逸

合、直ちに

を 実 施 す

回の測定

準 値 を 逸

合、速やか

設 の 運 転

。 

こと。 

と。 

 



 

 

第５章 

 

事業者は

行えるよ

行うこと。

 

第１節 

事業（1）

品・什

提出し

ア 組合

務用品

イ 組合

事業（2）

事業（3）

ること

調達（4）

 

第２節 

事業（1）

必要の

事業（2）

おいて

事業（3）

事業者

に本業

品類の

 

第３節 

事業者は

 

第４節 

事業（1）

事業（2）

器台帳

 

第５節 

事業（1）

う、日

を記載

維持管理

は、搬入さ

う本件施設

。 

備品・什

業者は、施設

什器・物品

し、承諾を得

合職員が使

品等は除く

合職員が使

業者は、調達

業者は、作成

により、当

達計画の作成

備品・什

業者は、調達

の際には支障

業者は、組合

て無償で使用

業者が使用す

者が本件事業

業務におい

の財産処分を

施設の機

は、本件施

機器台帳

業者は、本件

業者は、点検

帳を組合に提

点検・検

業者は、点検

常点検、定

載した点検

理業務 

される処理対

設の基本性能

什器・物品

設全体の年

・用役の調

得ること。

使用する事務

。） 

使用する電気

達計画に基

成した調達

当該調達計

成期限、記

什器・物品

達計画に基

障なく使用

合が建設時

用すること

する備品類

業において

て調達・購

を行うこと

機能維持 

施設の基本性

帳の作成・

件施設の設

検、検査、

提出するこ

検査計画 

検及び検査を

定期点検、

・検査計画

対象物を関

能を確保・

品・用役の

間運転計画

調達計画（

なお、調達

務室・居室

気料金、水

基づき、備品

達計画を変更

計画を適宜変

記載事項等の

品・用役の

基づき調達

用できるよ

時等に調達し

とができる。

類（机・ロッ

て必要と考

購入するこ

と。 

性能を運営

管理 

設備、機器に

補修、更新

こと。 

を本件施設

法定点検・

画（各年度
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関係法令、公

維持する

の調達 

画及び月間

年間調達計

達の対象に

室等の電球等

水道料金 

品・什器・

更する場合

変更するこ

の詳細は、

の管理 

した備品・

うに適切に

した備品・

。詳細は、

ッカー・ＴＶ

える時期で

と。なお、

営期間にわ

に係わる機

新の結果に

設の運営に極

・検査、自

、運営期間

公害防止基

ため、必要

運転計画に

計画、月間

には、以下

等物品費

物品・用役

合には、組合

ことができ

組合及び

什器・物

に管理する

什器・物品

組合と事

Ｖ等）は、必

であり、運

事業者は

たり確保・

機器台帳を

基づき、機

極力影響を

主検査等の

間を通じた

基準等を遵

要となる適

に基づき、

間調達計画）

の事項も含

（組合職員

役の調達を

合と協議の

る。 

事業者の協

品・用役を

こと。 

品を本件事

業者の協議

必要な時期

営準備期間

は、事業期間

維持する

作成し、管

機器台帳を

を与えず効

の内容（機

たもの）を作

守し、適切

切な維持管

経済性を考

）を作成し

含むものと

が業務で使

を行うこと

上、組合の

協議により

を常に安全

業を実施す

議により決

期（必要な時

間も含むも

間終了時に

こと。 

管理するこ

改訂し、改

率的に実施

器の項目、

作成し、組

切な処理が

管理業務を

考慮した備

し、組合に

する。 

使用する事

。 

の承諾を得

決定する。

に保管し、

する範囲に

定する。

時期とは、

のとする。

に適切に備

と。 

改訂した機

施できるよ

頻度等）

組合に提出

 

）



 

 

するこ

全て（2）

止を必

事業（3）

諾を得

点検（4）

する。

 

第６節 

事業（1）

施する

事業（2）

点検を

事業（3）

運営期

事業（4）

事業（5）

と。 

 

第７節 

補修（1）

後も適

事業（2）

お、本

想定（3）

ては、

生産（4）

するこ

 

第８節 

事業（1）

計画に

事業（2）

に提出

事業（3）

度の補

諾を得

事業（4）

持する

補修（5）

こと。作成

ての点検・検

必要とする機

業者は、作成

得ることによ

検・検査計画

 

点検・検

業者は、点検

ること。 

業者は、日常

を実施するこ

業者は、点検

期間終了後に

業者は、点検

業者は、組合

補修に関

修は、本件施

適正に本件施

業者は、運営

本計画書作成

定外の経年変

組合と協議

産性の向上、

こと。 

補修計画

業者は、運営

について、組

業者は、点検

出すること。

業者は、点検

補修計画を作

得ること。 

業者が計画す

るための部分

修計画の作成

した点検・

検査は、運

機器の点検

成した点検

より、当該

画の作成期

検査の実施

検・検査は

常点検で異

こと。 

検、検査の

に組合に譲

検・検査結

合が指示す

関する考え

施設の性能

施設の運営

営期間満了

成にあたっ

変化、原因

議すること

、環境負荷低

画の作成 

営期間を通

組合の承諾

検・検査結

。更新した

検・検査結

作成し、組

すべき補修

分取替、調

成期限、記

検査計画に

運転の効率性

検及び予備品

検・検査計画

該点検・検査

限、記載事

施 

毎年度提出

常が発生し

の履歴を運営

譲渡する。

結果報告書

する場合、事

え方 

を確保した

営ができる

の 3 年前に

っては組合

不明による

と。 

低減に寄与

通じた補修計

諾を得るこ

果に基づき

た補修計画に

果に基づき

組合に提出

修の範囲は、

調整である。

記載事項等の
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について、

性を考慮し

品、消耗品

画を変更す

査計画を適

事項等の詳

出する点検

した場合や

営期間中に

を作成し、

事業者は、

た状態での

ようにする

に運営期間

も協力する

る劣化、停

与する改良保

計画を作成

と。 

き運営期間

について、

き、設備・

すること。

、点検・検

。 

の詳細は、

組合の承

し、計画する

品の交換作

する場合には

適宜変更す

細は、組合

検・検査計画

や故障が発生

にわたり電

組合に提

速やかに臨

延命及び事

ることを目

終了後の補

る。 

止によって

保全として

成し、組合に

を通じた補

組合の承

機器の耐久

作成した

検査結果より

組合及び

諾を得るこ

ること。原

業は同時に

は、組合と

ることがで

合及び事業者

画に基づい

生した場合

子データと

出すること

臨時の点検

事故防止を

的とする。

補修計画書

て生じる改

ての工事に

に提出する

補修計画を

諾を得るこ

久度と消耗

た各年度の補

り、設備の

事業者の協

こと。 

則として、

に行うこと

協議の上、

できる。 

者の協議に

いて、点検・

合等は、事業

として残す

と。 

・検査を実

を図り、運営

 

書を作成する

改修、補修工

ついては組

こと。作成

毎年度更新

こと。 

状況を把握

補修計画は

基本性能を

協議により

同時に休

。 

組合の承

により決定

・検査を実

業者は臨時

とともに、

実施するこ

営期間終了

ること。な

工事につい

組合と協議

成した補修

新し、組合

握し、各年

は組合の承

を確保・維

決定する。  



 

 

第９節 

事業（1）

するた

事業（2）

事業（3）

ととも

事業（4）

事業（5）

ア 点検

イ 設備

ウ 再発

作

補
修
工
事 

予
防
保
全 

事
後
保
全 

※：表中の

 

第１０節

事業者は

行い、適切

切に点検、

 

第１１節

事業（1）

耐用年

した更

事業（2）

するこ

事業（3）

ること

補修の実

業者は、点検

ために、補修

業者は、補修

業者は、各設

もに、運営期

業者は、補修

業者が行うべ

検・検査結

備が故障し

発防止のた

業区分 

定期点検整

更正修理

予防修理

緊急事後保
（突発修理

通常事後保
（事後修理

の業務は、

節 施設の

は、本件施

切な修理交

、修理、交

節 機器更

業者は、運営

年数を考慮

更新計画につ

業者は、運営

こと。作成

業者は、作成

により、当

実施 

検・検査結

修を行うこ

修に際して

設備・機器の

期間終了後

修結果報告

べき補修の

結果より、設

した場合の修

ための修理、

整備

定期
を行
する
加 を
う。）

理 
設備
（原
て行

理 
異常
を早

保全
理）

設備
又は
た時

保全
理）

経済
きる
する

プラント設

の保全 

施設の照明

交換等を行

交換等を行

更新 

営期間内に

した運営期

ついて、組

営期間中に

した更新計

成した更新

当該更新計

結果及び補修

こと。 

て、補修工事

の補修履歴

後に組合に譲

告書を作成

の範囲は以下

設備の基本

修理、調整

、調整 

表 5.9.1

概

期的に点検
行い、突発

。（原則と
を 伴 わ な い

 

備性能の劣
原則として
行う大がかり

常の初期段
早急に処理す

備が故障し
は性能が急激
時に早急に復

済的側面を
故障を発
。 

設備、建築

・採光設備

うこと。特

うこと。

おける本件

期間にわた

組合の承諾

組合が求め

計画について

新計画を変更

計画を適宜変
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修計画に基

事施工計画

歴を運営期

譲渡する。

し、組合に

下のとおり

本性能を確保

整 

 

補修の範囲

概 要 

検査又は部
故障を未然
して固定資

い 程 度 の も

化を回復
設備全体を
りな修理を

階に、不具
する。 

て停止した
激に著しく
復元する。

考慮して、
生後に早急

築設備、土木

備、給排水衛

特に見学者等

件施設の基

る更新計画

を得ること

める場合は

て、組合の

更する場合

変更するこ

基づき､本件

画書を組合

間中にわた

 

に提出する

りである（表

保・維持す

囲（参考）

部分取替
然に防止
資産の増
も の を い

させる。
を分解し
をいう。）

具合箇所

たとき、
く劣化し
 

予知で
急に復元

木・建築の

衛生設備、

等第三者が

基本性能を確

画を作成し

と。 

は、 新の更

の承諾を得

合には、組合

ことができ

件施設の基

に提出し、

たり電子デ

こと。 

表 5.9.1 補

するための

 

作業

・ 部分的
・ 給油 
・ 調整 
・ 部分取
・ 精度検

設備の分解
の修理又は
→精度チェ

日常保全及
で発見した

突発的に起
再発防止の

故障の修理

のいずれに

空調設備

が立ち入る

確保・維持

し、組合に提

更新計画を

ること。 

合と協議の

る。 

本性能を確

承諾を得

ータとして

補修の範囲

部分取替、

業内容（例

な分解点検

替 
査 等 

解→各部点
は取替→組
ェック 

及びパトロ
た不具合箇

起きた故障
のための修

理、調整 

も該当する

等の点検を

場所につい

持するために

提出するこ

作成し、組

上、組合の

確保・維持

ること。

て保存する

囲（参考））

調整 

例） 

検検査 

点検→部品
組付→調整

ロール点検
箇所の修理

障の復元と
修理 

る。 

を定期的に

いては、適

に、機器の

こと。作成

組合に提出

の承諾を得

 



 

 

更新（4）

事業（5）

消耗状

令改正

事業（6）

事業（7）

運営期

 

第１２節

事業者は

議すること

等」という

くは長期的

量の削減等

 

第１３節

事業（1）

ついて

事業（2）

提出す

事業（3）

もに、

事業（4）

に必要

 

第１４節

事業（1）

し、組

事業（2）

組合に

長寿（3）

より決

 

新計画の作成

業者は、更新

状況により、

正、不可抗力

業者は、更新

業者は、機器

期間終了後に

節 改良保

は、改良保

と。ここで

う。）がなさ

的に作業量

等により、

節 精密機

業者は、自ら

て、3 年に 1

業者は、精密

すること。 

業者は、精密

本件事業終

業者は、精密

要となる点検

節 長寿命

業者は、本件

組合に提出す

業者は、本業

に提出するこ

寿命化計画の

決定する。 

成期限、記

新計画の対

、事業者の

力によるも

新結果報告

器更新の履歴

に組合に譲

保全 

保全を行お

でいう改良保

され、本業

量の軽減、省

経費の削減

機能検査 

らの費用負

1 回以上の

密機能検査

密機能検査の

終了後、組

密機能検査

検・検査計

命化計画の

件施設に係

すること。

業務の実施

こと。更新

の作成期限

記載事項等の

対象となる機

の費用と責

ものは事業者

告書を作成

歴を運営期

譲渡する。

うとする場

保全とは、

務において

省力化、作

減等が見込

担により、

頻度で、第

査の終了後、

の履歴を運

組合に無償で

査の結果を踏

計画及び補修

の作成 

る長寿命化

作成した長

施により、見

新した長寿命

限、使用期間
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の詳細は、

機器につい

任において

者による機

し、組合に

期間中にわ

場合は、改

著しい技術

て当該新技

作業内容の軽

込めるよう

、本件施設

第三者機関

、遅滞なく

運営期間中

で譲渡する

踏まえ、本

修計画の見

化計画（本

長寿命化計

見直しが必

命化計画に

間、記載事

組合と事

いて、更新計

て、機器の

機器更新の

に提出する

たり電子デ

良保全に関

術又は運営

術等を導入

軽減、使用

な改良をい

の設備及び

関による精密

、精密機能

にわたり電

ること。 

件施設の基

見直しを行

件施設の使

計画につい

必要な場合

について、

項等の詳細

業者の協議

計画を踏ま

の更新を行

対象から除

こと。 

データとし

関する計画

営手法の革

入すること

用する薬剤

いう。 

び機器の機

密機能検査

能検査報告

電子データ

基本性能を

うこと。 

使用期間を

て、組合の

には、長寿

組合の承諾

細は、組合及

議により決

まえ、機器の

うこと。た

除くものと

て保存する

を提案し、

新等（以下

により、短

その他消耗

機能状況、耐

査を実施する

告書を作成し

として保存

確保・維持

通じたもの

の承諾を得

寿命化計画

諾を得るこ

及び事業者

定する。

の耐久度・

ただし、法

する。 

るとともに

組合と協

下「新技術

短期的若し

耗品の使用

耐用性等に

ること。

し、組合に

存するとと

持するため

の）を作成

ること。

を更新し、

と。 

者の協議に

、



 

 

第６章 

 

事業者は

運転管理等

 

第１節 

事業（1）

を定め

事業（2）

事業（3）

 

第２節 

事業（1）

に影響

測定項

事業（2）

事業（3）

 

第３節 

事業（1）

基準を

事業（2）

事業（3）

 

第４節 

事業（1）

目・方

事業（2）

事業（3）

 

環境管理

は、本件施

等が実施で

環境保全

業者は、公害

めること。 

業者は、運営

業者は、法改

環境保全

業者は、運営

響を及ぼす

項目・方法・

業者は、環境

業者は、環境

作業環境

業者は、ダイ

を定めるこ

業者は、運営

業者は、法改

作業環境

業者は、運営

方法・頻度・

業者は、作業

業者は、作業

理業務 

施設の基本性

できるよう環

全基準 

害防止基準

営・維持管

改正等によ

全計画 

営期間中、

ことがない

頻度・時期

境保全計画

境保全基準

境管理基準

イオキシン

と。 

営・維持管

改正等によ

境管理計画

営期間中、作

・時期等を

業環境管理計

業環境管理

性能を発揮

環境管理業

準、関係法令

管理に当た

より環境保全

本件施設か

いように、

期等を定めた

画に基づき､

準の遵守状況

準 

類対策特措

管理に当た

より作業環境

画 

作業環境管

定めた作業

計画に基づ

理基準の遵守
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揮し、関係

業務を行う

令、生活環境

り、環境保

全基準を変

からの排ガ

環境保全基

た環境保全

､環境保全基

況について

措置法、労働

り、作業環

境管理基準

管理基準の遵

業環境管理

づき、作業環

守状況につ

法令、公害

こと。 

境影響調査

保全基準を

変更する場

ガス、騒音、

基準の遵守

全計画を作

基準の遵守

て組合に報

働安全衛生

環境管理基

準を変更す

遵守状況を

計画を作成

環境管理基

ついて組合

害防止基準

査書等を遵

遵守するこ

合、組合と

振動、悪

守状況を確認

成し､組合

守状況を確

告すること

生法等を遵

準を遵守す

る場合、組

を確認する

成し、組合

準の遵守状

に報告する

等を遵守し

守した環境

こと。 

と協議する

臭等により

認するため

の承諾を得

認すること

と。 

守した作業

すること。

組合と協議

ために必要

の承諾を得

状況を確認

ること。 

した適切な

境保全基準

こと。 

り周辺環境

めに必要な

得ること。

と。 

業環境管理

 

すること。

要な測定項

得ること。

すること。

 

 

 

 



 

 

第７章 

 

事業者は

 

第１節 

事業（1）

運転日

提出す

事業（2）

事業（3）

管する

 

第２節 

事業（1）

点検・

事業（2）

事業（3）

保管す

 

第３節 

事業（1）

作成し

事業（2）

作成し

事業（3）

事業（4）

保管す

 

第４節 

事業（1）

作成し

事業（2）

事業（3）

管する

 

第５節 

事業（1）

管理報

事業（2）

事業（3）

情報管理

は、要求水

運転記録

業者は、廃棄

誌、日報、

すること。 

業者は、報告

業者は、運転

ること。 

点検・検

業者は、点検

検査結果報

業者は、報告

業者は、点検

すること。 

補修・更

業者は、補修

し、組合に提

業者は、更新

し､組合に提

業者は、報告

業者は、補修

すること。 

環境管理

業者は、環境

し、組合に提

業者は、報告

業者は、環境

ること。 

作業環境

業者は、作業

報告書を作成

業者は、報告

業者は、作業

理業務 

水準書、関係

録報告 

棄物搬入量

、月報、年

告書の提出

転記録関連デ

検査報告 

検・検査計

報告書を作

告書の提出

検・検査関連

更新報告 

修計画を記載

提出するこ

新計画を記載

提出するこ

告書の提出

修、更新関連

理報告 

境保全計画に

提出するこ

告書の提出

境管理関連デ

境管理報告

業環境管理計

成し、組合

告書の提出

業環境管理関

係法令等を

量、廃棄物排

年報等を記

出頻度・時期

データを法

画を記載し

作成し、組合

出頻度・時期

連データを

載した補修

こと。 

載した更新

と。 

出頻度・時期

連データを

に基づき計

こと。 

出頻度・時期

データを法

告 

計画に基づ

合に提出す

出頻度・時期

関連データ
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を遵守し、適

排出量（

載した運転

期・詳細項

法令等で定

した点検・

合に提出す

期・詳細項

を法令等で

修計画書及

新計画書及

期・詳細項

を法令等で

計測した環境

期・詳細項

法令等で定

づき計測し

ること。

期・詳細項

タを法令等

適切に情報

終処分物

転管理に関

項目を組合

める年数又

検査計画書

すること。

項目を組合

定める年数

び補修結果

び更新結果

項目を組合

定める年数

境保全状況

項目を組合

める年数又

た作業環境

項目を組合

で定める年

報管理業務

）、運転デ

関する報告書

と協議の上

又は組合と

書、点検・

と協議の上

数又は組合

果を記載し

果を記載し

と協議の上

数又は組合

況を記載し

と協議の上

又は組合と

境保全状況

と協議の上

年数又は組

を行うこと

ータ、用役

書を作成し

上、決定す

の協議によ

検査結果を

上､決定する

との協議に

た補修結果

た更新結果

上、決定す

との協議に

た環境管理

上、決定す

の協議によ

を記載した

上、決定す

合との協議

と。 

役データ、

し、組合に

ること。

よる年数保

を記載した

ること。 

による年数

果報告書を

果報告書を

ること。

による年数

理報告書を

ること。

よる年数保

た作業環境

ること。

議による年



 

 

数保管

 

第６節 

事業（1）

するこ

事業（2）

マニュ

事業（3）

の上、

 

第７節 

事業（1）

録する

こと。

事業（2）

事業（3）

数保管

 

管すること。

施設情報

業者は、本件

こと。 

業者は、補修

ュアル、図面

業者は、本件

決定するこ

その他管

業者は、本件

る項目で、組

 

業者は、提出

業者は、組合

管すること。

。 

報管理 

件施設に関

修、機器更

面等を速や

件施設に関

こと。 

管理記録報

件施設の設

組合が要望

出頻度・時

合が要望す

。 

する各種マ

新、改良保

やかに変更す

する各種マ

報告 

備により管

望するその

時期・詳細項

る管理記録
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マニュアル

保全等によ

すること。

マニュアル

管理記録可

他の管理記

項目を組合

録を法令等

ル、図面等を

り、本件施

 

ル、図面等の

可能な項目、

記録につい

合と別途協

で定める年

を運営期間

施設に変更

の管理方法

又は事業者

いて、管理記

議の上、決

年数又は組

にわたり適

が生じた場

について組

者が自主的

記録報告を

決定するこ

合との協議

適切に管理

場合、各種

組合と協議

的に管理記

を作成する

と。 

議による年



 

 

第８章 

 

事業者は

 

第１節 

事業者は

清掃等の適

の立ち入る

の調達、購

 

第２節 

事業者は

お、除雪作

 

第３節 

事業者は

枝打ち、害

ること。 

 

第４節 

事業者は

察の対応は

は、必要な

なお、基

の対応は行

 

第５節 

事業（1）

事業（2）

するこ

は組合

廃棄（3）

関し環

有する

に報告

事業（4）

本件施

タを含

 

その他関

は、要求水

清掃 

は、本件施

適切な対応

る場所は、

購入、補充

除雪 

は、必要に

作業は、日

植栽等の

は、本件施

害虫駆除、

見学者対

は、施設の

は、組合に

な協力を行

基本的に年

行わないも

住民対応

業者は、周辺

業者は、住民

こととし、意

合から要請が

棄物の処理及

環境省令で定

る者に閲覧

告すること。

業者は、廃棄

施設の維持管

含む。）を作

関連業務 

水準書、関係

施設の清掃計

応を行い、施

常に清潔な

充等を含む

に応じて本件

常業務に支

の管理 

設内及び組

除草、施肥

対応 

の見学を希望

にて行うもの

行うこと。 

年末年始（1

ものとする。

応等 

辺の住民の

民等による

意見等への

があった場

及び清掃に

定める事項

を求められ

。 

棄物の処理

管理状況に

作成し、組合

 

係法令等を

計画を作成

施設内を常

な環境を維

ものとする

件施設内及

支障を来さ

組合が指定

肥等により

望する者の

のとするが

12 月 31 日

。 

の理解を得

意見等を事

の対応につ

場合には必要

に関する法律

項の記録を

れた場合に

理及び清掃に

に係る情報公

合に提出す
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を遵守し、適

成し、各施設

常に清掃し

維持するこ

る。 

及び組合が指

さないよう

する範囲の

り適正に維持

の受付、説

が、事業者

から 1 月 3

るため、常

事業者が受

いては、原

要な協力を

律第 8 条の

当該維持管

は、事業者

に関する法

公開に必要

すること。

適切に関連

設・設備に

、清潔に保

と。なお、

指定する範

に行うこと

の植栽等に

持管理し，

明や案内を

は、組合か

3 日）、土曜

常に適切な

受け付けた場

原則として

を行うこと

の 4 にもと

管理に関し

者は速やか

法律第 9 条

要な資料（

連業務を行

により、適

保つこと。

本件施設

範囲の除雪

と。 

ついて、樹

良好な美観

を実施する

から協力の

曜日、日曜

運営・維持

場合には、

て組合が行

。 

づいて、本件

し生活環境の

かに対応し、

の 3 にもと

ホームペー

うこと。 

宜ワックス

特に見学者

内の電球等

作業を行う

樹木等の剪定

観及び環境

こと。なお

要請があっ

日及び祝日

持管理を行

速やかに組

う。ただし

件施設の維

の保全上利

、その結果

とづいて組

ージ掲載用

スがけ、窓

者等第三者

等の備品等

うこと。な

定、刈込、

境を保持す

お、行政視

った場合に

日は見学者

うこと。

組合に報告

し、事業者

維持管理に

利害関係を

果等を組合

合が行う、

html デー



 

 

第６節 

事業者

 

第７節 

事業（1）

を目的

事業者

事業（2）

加させ

 

 

モニタリ

者は、本件

協議会等

業者と組合は

的として協議

者との協議に

業者と組合は

せることがで

ング 

件事業が適正

等の設置 

は、本業務

議会等を設

により定め

は、協議の

できるもの

正に行われ

を円滑に遂

設置する。

めるものとす

の上、前項の

のとする。
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れているこ

遂行するた

詳細につい

する。 

の協議会に

とを自らも

め、情報交

いては、事

に、関連する

も確認する

交換及び業

事業者の提案

る企業、団

こと。 

務の調整を

案を踏まえ

体、外部有

を図ること

え、組合、

有識者を参



 

 

第９章 

 

第１節 

業務（1）

組合

グに要

処理（2）

組合

住民（3）

組合

見学（4）

組合

業務（5）

組合

 

第２節 

１ 運営期

組合は

を満たし

遂行状況

ごみ（1）

運転（2）

各種（3）

保守（4）

安全（5）

安全（6）

事故（7）

緊急（8）

各設（9）

公害（10）

環境（11）

事業（12）

 

２ 運営期

運営期

業者によ

切な状況

本件（1）

本件（2）

事業（3）

組合の業

本件事業

務遂行状況等

合は、本件事

要する費用は

理対象物の搬

合は、構成町

民対応業務 

合は、周辺住

学者対応業務

合は、行政視

務委託料の支

合は、業務遂

業務遂行

期間中 

は、事業者

しているこ

況等のモニ

み処理状況

転状況 

種用役 

守、点検状況

全体制、緊急

全教育、避難

故記録と予防

急対応マニュ

設備不具合事

害防止基準

境モニタリ

業運営状況

期間終了時

期間終了時

よる本件施

況にあるこ

件施設の機能

件施設の耐用

業継続に係る

業務 

業において

等のモニタ

事業の実施

は、組合負

搬入業務 

町をして処

住民などの

務（行政視

視察の対応

支払業務 

遂行状況等

行状況等の

者による本業

ことを確認す

ニタリングに

（ごみ量、

況 

急連絡など

難訓練など

防保全の周

ュアルの評

事項への対

準などの各基

ング 

況及び評価

時 

時には、組合

施設の機能検

ことの確認を

能状況 

用度 

る経済性評

て組合の実

タリング業務

状況の監視

負担とする。

処理対象物を

の対応を行

視察に限る。

応を行う。

等のモニタ

のモニタリ

業務の状況

するために

に対して、

ごみ質等）

どの体制 

どの実施状況

周知状況 

評価及び実施

対応状況 

基準値への

（決算報告

合は事業者

検査などの

を行う。

評価 
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実施する業

務 

視を行う。組

。 

を本件施設

う。 

。） 

リングに応

リングの実

況が、事業契

に本業務の

必要な協力

） 

況 

施状況 

の適合性 

告書及び環境

者から提示

の結果を踏

業務 

組合が行う

設に搬入す

応じて、事

実施 

契約書及び

監視を行う

力を行う。

境報告書）

された各種

まえて本件

う業務遂行

る。 

業者に業務

び要求水準

う。事業者

 

 

種計画の実

件施設の現

状況等のモ

務委託料を

書などに定

は、組合の

施状況を確

状の確認を

モニタリン

支払う。

定める要件

の行う業務

確認し、事

を行い、適


